リース契約書

　　　　　　　　　　　　　東京都○○○

（甲）株式会社○○○○　　　　

東京都□□□

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（乙）株式会社□□□□　　

　右当事者間において次のとおりリース契約を締結しました。

第1条 リースの対象となる機器は後記物件目録記載のとおりです。

第2条 甲は乙に対して次のとおり料金を支払います。

①料金額及び支払日　　別紙料金一覧表のとおり、毎月　　日振込送金

②リース期間　　平成　　年　　月　　日より平成　　年　　月　　日まで５年間

第3条 甲は乙に対し次のとおりリース料金の支払の担保措置を実行します。

連帯保証人　　　　　　　は、各自リース料金及び損害賠償債務全額につき甲の連帯保証人として、支払の履行を保証します。

第4条 甲はリース物件を善良な管理者として保管するものとし、次のとおり実行します。

①リース物件につき故障等の不備を発見した場合は直ちに通知します。通知を怠っている期間は故障等が無かったものとして処理されて異議ありません。

②リース物件は原状及び設置場所を変更いたしません。

③乙の所有権表示のプレートをリース物件に添付し、取り外したり、隠したりいたしません。

④リースの転貸、担保として第三者への提供等の処分を致しません。

⑤乙の点検に快く応じます。

⑥乙の定めるとおり、乙が損害保険契約を締結することに異議ありません。

⑦第三者よりの強制執行、仮差押、仮処分等の保全手続の執行、滞納処分による差押に対しては、乙の物件である旨主張して対抗するほか、直ちに乙に通知します。

⑧リース期間満了もしくは契約解除により本リース契約が終了したときは、甲の負担で乙の指定する場所にリース物件を運搬して返還します。

第5条 甲につき左の事由が生じたときは、乙は催告を要せず、本契約を解除し、リース料総額から甲の既払額を控除した残額に相当する金額を即時全額損害賠償として請求できるものとします。

①手形または小切手の不渡りの発生

②リース料を二カ月分以上遅滞したとき

③破産、民事再生、会社更生、会社整理等の申し立てのあったとき

④リース物件に対し、第三者より執行手続、保全処分手続がなされたとき

⑤リース物件が他に移動され、あるいは毀損または滅失したとき

⑥その他本契約に違反したとき

第6条 甲がリース物件を返還したときは、乙の評価にもとづく残存価格を前条の損害賠償金額及びこれに対する遅延損害金額から控除します。リース料金の支払遅延に対する遅延損害金の率、その他甲の支払債務の遅延損害金の利率は年率１８パーセントとします。

第7条 本契約の紛争については、乙の本店所在地の地方裁判所もしくは簡易裁判所を管轄の裁判所とすることに合意しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日

東京都○○○

（1） 株式会社○○○○　

　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役

　　　　　　　　　　　　　　　　　連帯保証人

　　　

東京都□□□

（乙）株式会社□□□□　　

　代表取締役　　

　

